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【雨水流出抑制施設の協議・検討フロー】 
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都市計画法上の開発行為（開発区域面積 1,000 ㎡以上のもの。

福岡県河川課と雨水排水に関する協議をする場合を除く） 

貯留施設・浸透施設 

貯留に制約あり 

浸透施設 貯留施設 貯留施設 

1ha 以上の開発行為 

放流先水路管理者と協議 

・糸島市下水道事業雨水幹線：下水道課 

・河川及び道路側溝     ：建設課 

・水路           ：農地政策課 

放流先水路管理者及び県河川課と協議 

直接放流可能 放流先改修・他放流先排水措置・流出抑制施設設置の検討 

放流先改修・他放流先排水措置の検討

【貯留施設の設置場所選定順位】 

民有地で検討 

（※市と協定書の締結が必要） 

市に帰属する公共施設内（公園、ご

み置場等）で検討 

申請者でいずれか判断 

能力不足 能力満足 

貯留施設を公共施設として市に帰属 

浸透施設 

流出抑制施設及び放流先改修を行う場合に指導 

及び審査するもの 

●放流先改修の場合 

・放流先管理者 

●流出抑制施設設置の場合 

・放流管理者（調整容量、浸透量等の審査） 

・譲渡先管理者（管理上の審査） 

・都市計画課（民有地設置の場合の協定締結） 

浸透不適地 浸透適地 


